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協力隊Diary  ～地域おこし協力隊活動紹介～

地域おこし協力隊 有住龍星さんの
　　　　　　　　　　 卒業報告会を開催します！

3年間の集大成！！！

　金ケ崎町地域おこし協力隊として活動していた有住龍星さんが、令和８年３月をもって協力隊を
卒業します。
　令和５年度から令和７年度までの３年間にわたり、中学生や高校生の放課後の居場所づくりや、

「やってみたい」「気になる」という気持ちに寄り添いながら、伴走支援等に取り組んできた活動を
振り返り、活動報告及び今後の展望についてお話する卒業報告会を開催します。

■日時　３月 20 日（金・祝）　午後２時 00 分～３時 30 分　※途中参加及び退出可能です。
■場所　街地区生涯教育センター　多目的室
■主催　地域おこし協力隊　有住　龍星
■対象　町内在住、在学、在勤の方、金ケ崎町の地域活動に関わりたい方、
　　　　中高生の活動に興味がある方
■申込　電話またはメール（chuou@town.kanegasaki.iwate.jp）
■その他　・詳細は右記二次元バーコードよりご確認ください。
　　　　　・活動報告会の詳細は、有住龍星さんのインスタグラムでもお知らせします。
問　中央生涯教育センター　社会教育係（☎ 44-3123）

　3 月で協力隊を卒業します。この 3 年間、地域の皆様に支えられ、全力で走り切ることが
できました。本当にありがとうございました。
　私は、金ケ崎町の中高生が、夢への挑戦権を得られるように、自らのやってみたいことに半
歩でも踏み出せるように活動を続けてきました。
　放課後自習室「WIB」には100名を超える生徒が集まってくれました。「ここに来るのが日常」

「家より集中できる」という声や、イベントの打ち合わせをする姿に私自身が励まされる毎日
でした。学校や家以外の場所で、地域の大人や大学生と触れ合い、少し先の将来を描く。地域
イベント、自習室などを通じてそんな小さな変化のきっかけを一緒に作ってこられたことが何
よりの宝物です。
　3 月 20 日（金・祝）午後２時から、最後の報告会を開催します。
ここでは語りきれない想いや今後の展望をお伝えします。詳細は
インスタグラムにて発信していきます。ぜひお越しください！

有住隊員からみなさまへ

図書館からのお知らせ

図書館だより町立図書館　　　　 ☎ 41-1900　FAX 44-5661
金ケ崎町西根西地蔵野 5　開館時間：10：00 ～ 18：00

※開館日・時間変更の場合あり

子育て支援課からのお知らせ

子育て広場子育て支援課　　 　　 ☎ 44-4611　FAX 47-3413
金ケ崎町西根鑓水 53　     　 

information■こどもおはなし会　
　テーマ「春がやってきた」
　▶開催日　４月 25 日㈯　
　▶時間　午前 10 時 30 分～
　▶場所  おはなしコーナー
■一般企画展
　「はたらく日々に寄り添う本～自分らしく生きる～」
　▶期間　５月 28 日㈰まで
　▶場所　展示コーナー
■児童書架「おはなしのくにへようこそ」
　▶期間　３月 29 日㈰まで
　今回のテーマは、「うちゅうってすごい！」
　「あしたのてんきはなあに？」「きみのからだ」
　「虫たち」です。
■一般書架「あっぱれ元気 100 歳」コーナー設置
■４月移動図書館車「まなびぃ号」
　22 日㈬新田小沢商店前▶阿部農園前▶百岡公民館
　23 日㈭一の台▶瘤木公民館▶東町公民館
■４月の休館日　毎週月曜日、29 日㈬、30 日㈭

「金ケ崎町立図書館児童書大賞！
２０２５」開催中‼
　今年度、たくさんの子供たちに読まれた児童書
を集めました。貸出回数が多かった本を１００冊
ほど展示しています。
　どんな本が人気だったのかな？まだ読んでない
本との出会いがあるかもしれません。
　是非手に取ってご覧ください。
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◀有住隊員
インスタグラム


